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Ⅰ．法人の概要 

 

学校法人 河合塾学園 

代表  ： 理事長 河合 英樹（2016 年 6 月 1 日就任） 

所在地 ： 〒464-8611 愛知県名古屋市千種区今池 1-5-31 

設立  ： 1978 年 9 月 11 日 

 

１．沿革 （2018 年 3 月 31 日時点） 

1933 年 河合逸治が「河合英学塾」を創設 

1937 年 「河合塾」と改称し、桜山校（名古屋市）開校 

1955 年 愛知県から学校法人の認可を受け「学校法人河合塾」設立 

1970 年 「英才教育研究所河合塾教室」開校 

1970 年 「名古屋英会話センター」設立 

1970 年 「真貴幼稚園」開園 

1973 年 「英才教育研究所河合塾教室」を独立させ「河合塾英才教育研究所」

を設立 

1973 年 愛知県から各種学校の認可を受け「名古屋英会話センター」から「名

古屋外国語学校」を改編・改称して開校 

1976 年 ニューヨーク The Dalton school と提携し、「河合塾英才教育研究

所」を「河合塾ドルトン教育研究所」（2001 年よりドルトンスクー

ル名古屋）に改称 

1976 年 東京ドルトンスクール（2001 年よりドルトンスクール東京）開校 

1976 年 学校教育法に専修学校制度が新設され、「名古屋外国語学校」が愛

知県で最初の専修学校認可を受け、「名古屋外国語専門学校」（2015

年より「トライデント 外国語・ホテル・ブライダル専門学校」）

に校名変更 

1978 年 「学校法人河合塾学園」を「学校法人河合塾」から分離新設 

1984 年 「名古屋情報処理専門学校」（1999 年よりトライデント コンピュ

ータ専門学校）開校 

1989 年 「専門学校トライデント スクール オブ デザイン」（1999 年よ

りトライデント デザイン専門学校）開校 

1999 年 「トライデント スポーツ健康科学専門学校」（2010 年よりトライ

デント スポーツ医療看護専門学校）開校 

2002 年 ドルトンスクール名古屋が各種学校認可 

2011 年 ドルトンスクール東京が各種学校認可 
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２．設置する学校および所在地 （2018 年 3 月 31 日時点）  

真貴幼稚園  

（愛知県瀬戸市原山台二丁目 23 番地の 2） 

トライデント 外国語・ホテル・ブライダル専門学校 

 （愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 1 番 11 号） 

トライデント コンピュータ専門学校 

 （愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 24 番 15 号） 

トライデント デザイン専門学校 

 （愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 1 番 11 号） 

トライデント スポーツ医療看護専門学校 

 （愛知県名古屋市千種区今池一丁目 5 番 31 号） 

ドルトンスクール東京  

（東京都渋谷区上原三丁目 28 番 18 号） 

ドルトンスクール名古屋  

（愛知県名古屋市千種区今池二丁目 2 番 1 号） 

 

３．教職員・役員の状況 （2017 年度開講月〔4 月 30 日〕時点） 

教員 326 名 

職員 97 名 

役員 

理事      定数 8 人以上 10 人以内（任期 2 年） 

実数 常勤 4 名 非常勤 5 名 計 9 名 

河合弘登（会長） 

河合英樹（理事長） 

松田倫範 

佐藤佳志 

勅使河原愼吾（非常勤） 

坪井勝人（非常勤） 

鵜澤昌和（非常勤） 

那須國宏（非常勤） 

平山信次（非常勤） 

監事 定数 2 名以上 3 名以内（任期 2 年） 

実数 非常勤 2 名 計 2 名 

柳澤義一（非常勤） 

寺根秀雄（非常勤）
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Ⅱ．事業の概要 

学校法人河合塾学園は、河合塾グループの一員として、“私たちは「自らを求め、学

びつづける人」を支援し、一人ひとりの未来に貢献します。”という使命のもと、幼児教

育事業、専門学校事業に携わっております。また、同時に社会へ向けた取り組み（ＳＲ

活動）で、社会と共有できる新たな価値を創造しています。 

 

１．教育事業 

①幼児教育事業 

・真貴幼稚園 

・ドルトンスクール 

 

真貴幼稚園は、1970 年に愛知県瀬戸市の菱野団地に 3 歳・４歳・5 歳児を対象に

設立された幼稚園です。 

2017 年度の在園児数は 12 クラス 362 名。教育目標は園訓である『汝自らを求め

よ』の精神を踏まえ、「好奇心旺盛な考える子ども」の育成をめざしています。総ての活

動に『真貴式教育スタイル』を導入し、活動の入口でワクワク感いっぱいに興味・関心

を醸成、楽しくじっくり集中し、考えて取り組ませ、出口にてやり遂げた達成感を、大き

な感動、そして大きな自信へと繋げる教育を実践しています。 

ドルトンスクールは、1976 年にニューヨークの The Dalton School と提携し、名古屋

と東京で 1歳から 12歳を対象に独自の教育を行っています。設立後 40年近く経過し、

名古屋･東京合わせて約 900 名の生徒が在籍するまでになりました。幼稚園にあたる

ファーストプログラムの卒業生は両校で 2,600名を超え、各界で活躍しています。これも

生徒一人ひとりの興味・関心と能力にあったカリキュラムを提供し、力を引き出す「ドル

トンプランの教育」の実践による成果であり、多くの保護者の方々の当校への期待とご

理解によるものです。学校を社会の縮図ととらえ、最先端の教育内容・手法を取り入れ

ながら、生徒が社会に出て自己実現できるよう教育活動の向上を行うと共に、今後も

ニューヨークの The Dalton School との関係強化を一層図り、日本の将来を担う人材

を輩出するよう進めていきます。 

 

②専門学校事業 

・トライデント 外国語・ホテル・ブライダル専門学校 

・トライデント コンピュータ専門学校 

・トライデント デザイン専門学校 

・トライデント スポーツ医療看護専門学校 

専門学校トライデントは、1976 年に「名古屋外国語専門学校（現 外国語・ホテル・

ブライダル専門学校）」が愛知県下初の専門学校として認可されて以来、現在では分

野の異なる 4 校を擁し、志望する業界で将来にわたって活躍し続けられる人材の育成

に努めてきました。河合塾グループで長年培ってきた教育ノウハウをベースに、学生一

人ひとりを志望の業界へ導くのはもとより、将来、業界を牽引できる人材に育て上げる

ことを教育目標としています。 

外国語・ホテル・ブライダル専門学校は、語学とサービスのプロを育成するため、語

学分野では TOEIC を資格対策の中心に、英検、観光英語検定や貿易実務検定等、
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難関・人気資格の対策を強化し、多様な資格の取得をめざしています。特に TOEICに

おいては独自カリキュラムでスコアが 900 点台の学生を昨年度に引き続き輩出するこ

とができ、「全国専門学校英語スピーチコンテスト」ではトライデント生が 3 年連続入賞

を果たしました。また、サービス分野では、インターンシップ(企業研修)提携先を北海道

から沖縄まで広げ、多くの学生が各地で研修を受けています。海外留学にも力を入れ

ており、海外の提携大学、語学学校へ 1 年を通して短期から長期までさまざまな留学

プログラムを提供しています。 

コンピュ－タ専門学校は、IT 業界で活躍する真のプロフェショナル人材を育成して

おり、2017 年度においても各種のコンテストで学生の制作作品が高い評価を得ました。

主な実績としては、「e-ZUKA スマートフォンアプリコンテスト 2017」優秀技術賞、「立命

館大学  あいちゃれグローバル 2017」企業賞、「2017 アジアデジタルアート大賞展

FUKUOKA」 学生動画部門  優秀賞、日本 HP 主催「Project MARS－Education 

League JP」優秀賞、「信州未来アプリコンテスト 0（ZERO）」U29-Student 部門 企業

賞、「第 1回専門学校 HTML5作品アワード」技術賞・アイデア賞・実用賞・フォーク賞・

入賞、（株）Vivivit 主催「頂点クリエイティブ」企業賞、NTT ドコモ東海  「NEXT 

COMMUNICATION AWARDS 2017」アプリ開発フリー部門 グランプリ、アプリ開発テ

ーマ部門 準グランプリ・入賞、「Challenge Japan IoT Award 2017 ビジネスモデル

発見＆発表会  東海大会」審査員特別賞・企業賞、「地域発デジタルコンテンツ」総

務大臣奨励賞＜４年連続受賞＞、「ASIAGRAPH 2017 CG アートギャラリー」公募展

示部門 第二部門 動画（アニメーション）作品公募部門  入選・準入選 、第三部門 

学生（25 歳以下）アニメーション作品公募部門 最優秀賞・優秀賞・準入選、「ビットサ

ミットゲームトーナメント」優勝、「SPAJAM２０１７」予選入賞など数多くの教育成果を挙

げることができました。 

デザイン専門学校は、「感性」「技術」「ビジネスセンス」を兼ね備え、その能力によっ

て自立し、デザインを通じて社会に貢献できる人材を育成しています。産学協同授業

に力を入れており、スポーツメーカーとの商品共同開発では、学生がデザインしたスケ

ートボードが商品化される機会を得ました。また、社会人基礎力を養う内容の専門授

業をいち早く取り入れるとともに、アクティブラーニングを導入し、学力の定着率アップ

を促進させる施策を進めています。コンテスト実績も豊富で、その中でも「日本キャラク

ター大賞 2018」において学生部門最優秀賞を 2 年連続で受賞する快挙を成し遂げま

した。海外大学との提携も積極的に進めており、シンガポールのナンヤンポリテクニック

大学との交換留学、アメリカ、メリーランド州立大学であるタウソン大学での語学留学お

よびデザイン研修、ロサンゼルスのアートセンターカレッジオブデザインでの短期デザイ

ン研修などさまざまな海外経験を通してデザイン力をアップさせる機会を提供していま

す。 

スポ－ツ医療看護専門学校は、スポーツに関するスキルと、人々の健康やコンディシ

ョンをサポートできるスポーツ医療を学び、これからのスポーツ医療業界で、身体 (カラ

ダ)の専門家として活躍できる人材の育成に努めています。 
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2．社会へ向けた取り組み 

河合塾グループの一員として、社会へ向けた取り組み（ＳＲ活動）で、社会と共有で

きる新たな価値を創造しています。 

 

①次代を担う人材の育成 

自ら考えて行動し、未来に新たな価値を創造していく次代の人材を継続的に育て、

支援していく。そんな、社会から必要とされる教育を常に追い求めています。 

・社会が求める教育に向けての活動 

・未来の教育の発展に向けた研究・開発（R&D） 

・学術研究・啓蒙活動＜河合文化教育研究所＞ 

 

②基本となる社会的責任の遂行 

次代を担う人材の育成を行う教育機関として、すべての事業活動において公正・

公平であるための課題発見に努め、必要かつ適切な取り組みを行っています。お客

様の安全管理に万全を期すとともに、法令や規定を遵守し、常に倫理観、責任感を

持って行動することを行動指針として定め、社会的責任を遂行しています。 

 

＜お客様の安心・安全に向けた取り組み＞ 

お客様である生徒の方々が、安心して学べる安全な環境を提供するために、万

全を期して安全対策に取り組んでいます。想定されるさまざまなリスクに対し、対策

ガイドラインやマニュアルを作成し、全スタッフが一丸となって安全第一の運営に努

めています。 

・校舎・教室の安全対策 「校舎・教室安全対策ガイドライン」 

・災害への備え 「災害対策マニュアル」「地震対策マニュアル」「防火マニュアル」 

・犯罪からのガード 「防犯マニュアル」 

・感染症への対策 「感染症対策マニュアル」 

 

＜コンプライアンスの徹底に向けた取り組み＞ 

教育という責任の重い事業を柱にしていることを十分に認識し、コンプライアンス

の徹底に取り組んでいます。教育に携わる者として社会から信頼される存在であり続

けるために、法令、社会規範、倫理などを遵守し、社会と共有できる価値観や判断

基準に従って行動することに努めています。 

・情報セキュリティの推進  「河合塾グループ情報セキュリティ基本方針」に沿った

個人情報保護、プライバシーマーク取得 

・知的財産権の尊重 

・ハラスメント防止 「ハラスメント防止・対策に関するガイドライン」 

・事業活動の見える化 「事業報告書」の公開 
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③地域・社会への貢献 

より良い社会の実現をめざし、社会の責任ある一員として地域の発展に貢献する

さまざまな活動を推進しています。国内の地域・社会への貢献はもとより、海外の教

育環境に恵まれない人々の支援など、教育の向上に寄与することに願いを込めて

地道な活動を行っています。 

 

 

・カンボジア教育支援活動 

・児童養護施設の高校生への学習支援活動 

・東日本大震災被災地での学習支援活動  

（中学生対象） 

・「集めよう！届けよう！世界の子どもたちへ」運動 

・河合記念奨学財団による奨学支援活動 

 

 

④地球環境の保全 

地球に生き、自然の豊かさを享受するものとして、地球環境の保全を重要な課題

と位置づけています。限りある資源の保護、環境や社会への負荷の軽減に努め、持

続可能な循環型社会の実現に貢献していくことは、未来社会に向けた責任であると

考えています。教育機関として地球環境のためにできることを考え、「環境理念」と

「環境方針」を明確に定め、豊かな未来の実現に寄与することを使命とした活動に

取り組んでいます。 

・環境・資源保護活動の推進 

・地球環境の保全に向けた取り組み。 

 

 

３．校舎・教室数 （2018 年 3 月 31 日時点） 

●幼児教育事業 <合計：3> 

真貴幼稚園 （愛知） 

ドルトンスクール （東京・愛知） 

●専門学校事業 <合計：4> 

トライデント 外国語・ホテル・ブライダル専門学校（愛知） 

トライデント コンピュータ専門学校（愛知） 

トライデント デザイン専門学校（愛知） 

トライデント スポーツ医療看護専門学校（愛知） 

 

４．生徒・学生数の状況 （2018 年 3 月 31 日時点在籍の 2017 年度生） 

●幼児     900 名 

●専門学校生   1,400 名 

  河合塾が寄贈した机で勉強する 

日本友好学園（カンボジア）の生徒たち（2018 年 2 月） 
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Ⅲ．財務の概要 

 

１． 資金収支計算書 

 

資金収支計算書

（単位　円）

収 入 の 部
科      目 予      算 決      算 差      異

学生生徒等納付金収入 2,890,729,000 2,825,094,237 65,634,763
手数料収入 6,188,000 7,737,770 △ 1,549,770
寄付金収入 0 150,000,000 △ 150,000,000
補助金収入 115,081,000 127,870,303 △ 12,789,303
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 135,038,000 140,024,807 △ 4,986,807
受取利息・配当金収入 23,130,000 23,229,206 △ 99,206
雑収入 96,693,000 106,998,989 △ 10,305,989
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 1,038,600,000 1,152,558,504 △ 113,958,504
その他の収入 6,863,000 5,520,974 1,342,026
資金収入調整勘定 △ 1,303,104,000 △ 1,234,498,844 △ 68,605,156
前年度繰越支払資金 3,322,367,000 3,322,367,486
収入の部合計 6,331,585,000 6,626,903,432 △ 295,318,432

支 出 の 部
科      目 予      算 決      算 差      異

人件費支出 1,854,630,000 1,772,012,309 82,617,691
教育研究経費支出 708,449,000 632,169,010 76,279,990
管理経費支出 476,190,000 450,440,721 25,749,279
借入金等利息支出 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0
施設関係支出 531,500,000 172,526,092 358,973,908
設備関係支出 113,020,000 82,783,961 30,236,039
資産運用支出 0 0 0
その他の支出 347,706,000 548,841,746 △ 201,135,746

(58,100,000)
81,900,000 81,900,000

資金支出調整勘定 △ 335,409,000 △ 287,160,547 △ 48,248,453
翌年度繰越支払資金 2,553,599,000 3,255,290,140 △ 701,691,140
支出の部合計 6,331,585,000 6,626,903,432 △ 295,318,432

(注)　予備費  58,100,000円の使用額は下記のとおりである。

管理経費支出 58,100,000 円

平成２９年４月　１日から
平成３０年３月３１日まで

[予備費]

 
 

2017 年度の収支状況を資金収支計算書により説明しますと、収入額は 3,305 百万

円となり、前年度より繰越された 3,322 百万円を加え、収入の部合計は 6,627 百万円

となりました。 

一方支出額は、人件費、教育研究経費、管理経費、施設・設備関係支出等を合わせ、

3,372 百万円となり、差引き 3,255 百万円が翌年度繰越支払資金となりました。  
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２． 事業活動収支計算書 

 

（単位　円）

予      算 決      算 差      異
学生生徒等納付金 2,890,729,000 2,825,094,237 65,634,763
手数料 6,188,000 7,737,770 △ 1,549,770
寄付金 0 0 0
経常費等補助金 112,281,000 114,981,303 △ 2,700,303
付随事業収入 135,038,000 140,024,807 △ 4,986,807
雑収入 97,193,000 107,334,765 △ 10,141,765
教育活動収入計 3,241,429,000 3,195,172,882 46,256,118
人件費 1,818,130,000 1,754,114,309 64,015,691
教育研究経費 1,066,741,000 997,919,528 68,821,472
管理経費 514,917,000 480,665,662 34,251,338
徴収不能額等 2,500,000 1,936,450 563,550
教育活動支出計 3,402,288,000 3,234,635,949 167,652,051

△ 160,859,000 △ 39,463,067 △ 121,395,933

予      算 決      算 差      異
受取利息・配当金 23,130,000 23,229,206 △ 99,206
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 23,130,000 23,229,206 △ 99,206
借入金等利息 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 0 0 0

23,130,000 23,229,206 △ 99,206

△ 137,729,000 △ 16,233,861 △ 121,495,139

予      算 決      算 差      異
資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 2,800,000 162,981,340 △ 160,181,340
特別収入計 2,800,000 162,981,340 △ 160,181,340
資産処分差額 4,000,000 9,637,153 △ 5,637,153
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 4,000,000 9,637,153 △ 5,637,153

△ 1,200,000 153,344,187 △ 154,544,187

(58,100,000)
81,900,000 81,900,000

基本金組入前当年度収支差額 △ 220,829,000 137,110,326 △ 357,939,326
基本金組入額合計 △ 249,520,000 △ 157,373,908 △ 92,146,092
当年度収支差額 △ 470,349,000 △ 20,263,582 △ 450,085,418

前年度繰越収支差額 1,192,886,000 1,192,886,131 △ 131
基本金取崩額 51,000,000 189,387,830 △ 138,387,830
翌年度繰越収支差額 773,537,000 1,362,010,379 △ 588,473,379

（参考）

3,267,359,000 3,381,383,428 △ 114,024,428
3,488,188,000 3,244,273,102 243,914,898

(注)　予備費　58,100,000円の使用額は下記のとおりである。

管理経費 58,100,000 円

特
別
収
支

収
入

支
出

収
入

事業活動収支計算書

平成２９年４月　１日から
平成３０年３月３１日まで

支
出

教
育
活
動
収
支

事業活動収入計

事業活動支出計

科      目

収
入

　　　教育活動収支差額

　　教育活動外収支差額

経常収支差額

支
出

　　　特別収支差額

 [予備費]

科      目
教
育
活
動
外
収
支

科      目

 
 

2017 年度の事業活動収支計算書について予算との対比で説明しますと、基本金組

入前当年度収支差額（企業会計の損益計算書上における「当期純利益」に相当）は予

算を 358 百万円上回り、137 百万円となりました。 

教育活動収支差額は、人件費、教育研究経費、管理経費等の抑制により予算を 121 

百万円上回る △39 百万円となりました。 

基本金組入額は、校地・校舎・機器備品・図書等に対する支出額である第１号基本金

へ 157 百万円の組入となり、予算を 92 百万円下回りました。 
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以上により、当年度収支差額は予算より 450 百万円改善となる △20 百万円となり、

これに資産処分に伴う基本金取崩額 189 百万円を加え、翌年度繰越収支差額は 

1,362 百万円となりました。    
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３． 貸借対照表 

 

(単位  円)

固定資産 18,546,327,665 18,482,118,109 64,209,556

有形固定資産 11,250,358,416 11,381,281,309 △ 130,922,893
土 地 6,857,639,271 6,857,639,271 0

建 物 4,088,491,791 4,218,698,207 △ 130,206,416

構 築 物 58,513,820 53,980,022 4,533,798

機 器 備 品 183,261,622 189,712,821 △ 6,451,199

図 書 49,701,360 49,139,868 561,492

車 両 運 搬 具 12,750,552 12,111,120 639,432

特定資産 7,224,000,000 7,011,000,000 213,000,000
退職給与引当 特定 資産 214,000,000 232,000,000 △ 18,000,000

減価償却引当 特定 資産 7,010,000,000 6,779,000,000 231,000,000

その他の固定資産 71,969,249 89,836,800 △ 17,867,551
電 話 加 入 権 4,867,698 4,867,698 0

ソ フ ト ウ ェ ア 57,848,352 77,306,702 △ 19,458,350

有 価 証 券 200,000 200,000 0

保 証 金 7,462,400 7,462,400 0

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 432,000 0 432,000

長 期 前 払 金 1,158,799 0 1,158,799

流動資産 3,317,079,233 3,385,346,210 △ 68,266,977
現 金 預 金 3,255,290,140 3,322,367,486 △ 67,077,346

未 収 入 金 21,395,144 6,862,025 14,533,119

前 払 金 40,281,908 55,409,259 △ 15,127,351

立 替 金 112,041 512,340 △ 400,299

仮 払 金 0 195,100 △ 195,100

資産の部合計 21,863,406,898 21,867,464,319 △ 4,057,421

固定負債 240,620,464 259,104,680 △ 18,484,216
退 職 給 与 引 当 金 214,645,900 232,618,700 △ 17,972,800

預 り 保 証 金 18,338,820 18,338,820 0

長 期 未 払 金 7,635,744 8,147,160 △ 511,416

流動負債 1,387,391,080 1,510,074,611 △ 122,683,531
未 払 金 224,115,544 283,257,919 △ 59,142,375

前 受 金 1,152,558,504 1,213,103,700 △ 60,545,196

預 り 金 10,717,032 13,712,992 △ 2,995,960

負債の部合計 1,628,011,544 1,769,179,291 △ 141,167,747

基本金 18,873,384,975 18,905,398,897 △ 32,013,922
第１号基本金 18,635,384,975 18,508,398,897 126,986,078

第４号基本金 238,000,000 397,000,000 △ 159,000,000

繰越収支差額 1,362,010,379 1,192,886,131 169,124,248
翌年度繰越収支差額 1,362,010,379 1,192,886,131 169,124,248

純資産の部合計 20,235,395,354 20,098,285,028 137,110,326

負債及び純資産の部合計 21,863,406,898 21,867,464,319 △ 4,057,421

純 資 産 の 部

増        減

増        減

負 債 の 部

科        目

科        目

本  年  度  末

本  年  度  末 前  年  度  末

前  年  度  末

  貸 借 対 照 表  
平成３０年 ３ 月３１日

資 産 の 部

増        減科        目 本  年  度  末 前  年  度  末
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 2017 年度末時点の財政状態を貸借対照表からみると、資産の総額は 21,863 百

万円であり、その内訳は、土地・建物等有形固定資産 11,250 百万円、特定資産 

7,224 百万円、その他の固定資産 72 百万円、現金預金等流動資産 3,317 百万円と

なりました。  

一方、負債の総額は、前受金・退職給与引当金等 1,628 百万円となりました。 

基本金は、18,873 百万円で、内 18,635 百万円は、校地・校舎・機器備品・図書な

ど教育・研究に必要な資産の自己資金調達が示す第１号基本金となっています。繰越収

支差額は、前年度末 1,193 百万円から 1,362 百万円となりました。 
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４．財産目録 

学校法人 河合塾学園
  (平成30年3月31日)

（一）基本財産

　　　　　　　退職給与引当金
　　　　　　　預り保証金
　　　　　　　長期未払金

　　　　　　　買掛金
　　　　　　　未払金
　　　　　　　前受金
　　　　　　　預り金

7,635,744

11,380.16㎡
31,699.84㎡

6,557,559,741

58,306,266
183,191,797

10,809,887,981

2,118.65㎡

4,426,664

49,701,360

　　５　備品類 69,825

6,472.71㎡　　２　建物 189,023,614
　　３　建物附属設備 13,796,928
　　４　構築物 207,554

　　１　土地 300,079,530

（二）運用財産

　　６　図書
　　７　車両運搬具

合計

　　８　電話加入権

　　６　電話加入権 441,034

　　８　流動資産

　　　　　　　普通預金
　　　　　　　現金 1,846,559

1,275,461,020
　　　　　　　振替貯金 2,718,561
　　　　　　　定期預金 1,975,264,000

　　１　固定負債

合計 11,053,518,917

1,152,558,504
10,717,032

　　２　流動負債

500,280,819　　３　建物附属設備

二　負債額

214,645,900

140,599,497

18,338,820

　　９　流動資産（有価証券、その他）

　　10　ソフトウェア仮勘定 432,000

　　７　特定資産 7,224,000,000

70,610,292

83,516,047

合計 1,628,011,544

21,863,406,898 円也
10,809,887,981

正　味　財　産　　金
負　債　総　額　　金
  運 用 財 産     金
  基 本 財 産     金
資　産　総　額　　金

円也
円也

一　資産額

20,235,395,354

1,628,011,544

11,053,518,917

　　２　建物（校舎） 3,385,390,430

財　産　目　録

　　９　ソフトウェア 57,848,352

　　１　土地（校舎）

円也

円也

　　５　備品類（校具・教具・備品）

12,750,552

　　４　構築物

13,597冊
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５．監査報告書 

 

監 査 報 告 書

                                                     平成３０年５月２４日　

学校法人 河合塾学園

    理事長  河合  英樹  殿

監事　　柳澤　義一　

監事　　寺根　秀雄　

　私たち監事は、私立学校法第３７条第３項および学校法人河合塾学園寄附行為第７条

第２項の規程に基づき、平成２９年度（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日

まで）における学校法人の業務および財産の状況について監査を行いましたので、次の

とおり報告いたします。

　　１.監査の方法の概要

  　     監事は、一般に認められた監査手続きに従い、理事会及びその他重要な会議

     　　に出席するとともに、理事等から業務の報告を聴取し、重要な決済書類等を

　　　　 閲覧し、学校法人河合塾学園の業務及び財産の状況を調査しました。

　　　　 また、帳簿並びに計算書類等（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び収益

     　　事業に係る計算書類）の閲覧など、会計書類の正確性につき検討しました。

　　２.監査の結果

  　　(1)計算書類等は、学校法人の収支の状況および財産の状況を正しく示している

     　　ものと認めます。

 　　 (2)学校法人の業務または財産の状況に関する不正の行為または法令もしくは寄

     　　附行為に違反する重大な事実はないものと認めます。

                                                                　　　　 以    上
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【学校法人会計について】 

学校法人の財務状態を表す計算書類は、学校法人会計基準に則って作成されており、

上記「資金収支計算書」「事業活動収支計算書」「貸借対照表」と大きく分けて３種類あ

ります。それぞれは企業会計における計算書類とほぼ同じ概念となっています。 

しかし学校法人は公益法人であることから、生徒への「教育」の提供を第一義におき

営利を第一目的にしない点など、計算書類作成における基礎概念が企業会計と異なり

ます。そのため計算書類の構成も異なるので、企業会計の財務諸表（計算書類）との比

較は困難となります。以下に各計算書類の特徴を記します。 

 

１．資金収支計算書 

企業会計におけるキャッシュフロー計算書に近いもので、１会計年度（4月～翌3月）に

行った教育研究等の諸活動に関するすべての資金収支の顛末を明らかにしています。

資金収支計算書は、収入の部と支出の部で構成されており、収入の部は前年度繰越支

払資金＋当年度収入分、支出の部は当年度支出分+翌年度繰越支払資金となります。

また当年度収入分・当年度支出分は、翌年度分の入学金など資金収入の中で当年度

収入分に該当しない前受金や当年度の未払金については、資金収入調整勘定・資金支

出調整勘定を設けて調整することにより、当該会計年度の資金収支状況を示していま

す。 

 

２．事業活動収支計算書 

企業会計における損益計算書に近いもので、１会計年度（4月～翌3月）に行った教育

研究等の諸活動に関する収入とそれに対する支出（現金の移動を伴わない取引も含む）

のバランスを見ることにより、経営状況を明らかにすることを目的にしています。事業活動

収支計算書は、教育活動収支と教育活動外収支、および特別活動収支として区分され

たものの合計を「基本金組入前当年度収支差額（企業会計の損益計算書上における

「当期純利益」に相当）」としています。学校法人会計では、基本金組入前当年度収支

差額から当年度における基本金への組入額を控除したものを当年度収支差額とし、当

年度収支差額に前年度繰越収支差額および基本金の取崩額を加えたものが翌年度繰

越収支差額となります。 

 

３．貸借対照表 

企業会計における貸借対照表と基本的には同じで、期末時点の財政状況を表した書

類です。企業会計と異なる点は、「資本金」に変わり「基本金」という概念が導入されてい

る点、および利益処分ができない点です。学校法人は本来、寄付行為によって設立され

ているため、法人の資産の所有権は、誰にも認められていません。従って法人所有の概

念である「資本（＝株式）」の考え方はありませんし、利益を処分し配当金を支払うことは

できません。基本金は、公益法人として永続的維持を重視しているため、教育活動に供

する固定資産の取得金額を基本金に組み入れて財産の留保をするなど、組み入れのル

ールが学校法人会計基準により厳密に決まっています。 


